
水域占用許可申請（小型船舶分）の
電子申請手続きについて

（許可書の受領方法）

神戸市港湾局経営課



許可書のダウンロード

市担当者による内容の確認が終了し、
許可書のご用意ができた段階で
「【e-KOBE】水域占用許可申請（小型船舶・継続分）の使
用許可書交付手続が完了しました」
というタイトルで、左の内容のメールが届きます。

メールに記載のURLをクリックするか、
インターネットで「e-KOBE」と検索して、
e-KOBEのトップページを開きます。



許可書のダウンロード

e-KOBEのトップページから、右上の「ログイン」を
クリックします。
利用者ID（登録しているメールアドレス）と
パスワードを入力して、「次へ」をクリックします。



許可書のダウンロード

入力したメールアドレスあてに「認証コード」を
記載したメールが届きます。
記載されている認証コードを入力して、
「ログインする」をクリックしてください。



許可書のダウンロード

e-KOBEのトップページに自動で戻ります。
左上に表示されている「利用者名称」をクリックします。



許可書のダウンロード

マイページの画面が表示されます。
「利用者メニュー」の「申請履歴・委任状の確認」
から、「申請履歴一覧・検索」をクリックします。



許可書のダウンロード

申請履歴一覧の画面が表示されます。
許可書をダウンロードしたい申請を
クリックします。
※ステータスは、「手続きが完了しました」
になっています。

一覧から探しにくい場合は、画面左の
「申込番号から検索」で検索することも
可能です。



許可書のダウンロード

申請内容照会の画面が開きます。
「申請状況」の「交付物一覧」から、
許可書及び許可条件のダウンロードができます。

「ZIPファイルにまとめてダウンロード」か、
各ファイルをクリックしてダウンロードしてください。
※ダウンロード可能期間は、交付日から１年間です。

許可ステッカーは後日郵送しますので、
船舶両側の見えやすい位置に貼付してください。


